










第5節 先 行 調 査

1調 査 目的

近年、食品の安全性につ いて社会問題 となっているもの、又 は新規開発食品等で安全性が不 明確

な ものについて、先取 り的に調査を実施 し、 これらの安全確認及び安全基準設定の資料 とす るため

の調査、研究である。

2調 査事項

平成7年 度は、次の15テ ーマについて実施 した。

(1)輸 入農産物加工品に残留す る殺菌剤等の衛生学的実態調査(第 二報)

(2)東 京湾産魚介類における農薬等の汚染実態調査

(3)一 般家庭及び食品製造業 で使用される油脂中の トランス型不飽和脂肪酸の含有実態調査

(4)市 販発酵食品中の有害 ア ミン類含有量及 びその生成要因について

(5)畜 産食品における寄生虫駆除剤の残留実態調査

(6)ゴ ム製器具及び容器包装 の衛生学的実態調査

(7)食 品の期限表示導入にお ける衛生学的実態調査

(8)輸 入食品 における寄生虫実態調査

(9)新 規開発食品などバイオテクノロジーを応用 した食品の衛生学的実態調査

(10)Vero細 胞毒素産生性大腸菌の汚染実態調査

(11)ミ ネラルウォーター類の衛生学的実態調査

(12)機 能性成分を素材 とした加工食品の実態調査

(13)国 産野菜 ・果実の残留農薬実態調査

(14)畜 水産食品 における抗菌性物質の残留実態調査

(15)国 内産加工食品中の残留農薬実態調査

3実 施期間

平成7年4月 か ら平成8年3月

4実 施内容及び結果

(1)輸 入農産物加工品に残留す る殺菌剤等の衛生学的実態調査(第 二報)

ア 調査 目的

世界中で輸入 される農産物 に対 して、害虫防除、大量長期貯蔵、長距離長時間輸送等の必要

性か ら、殺菌剤等が使用 されることがある。海外では、 こうした農産物収穫後の農薬の使用を

認可 している国がある。

また、農薬の農産物加工品への残留につ いて、原料用農産物中の残留農薬が倉庫貯蔵等 によ

り自然分解 を受けにくい ことや、加工の過程で濃縮される可能性があることなどから、農薬が

低減することな く食品に残留するのではないかという指摘がある。

我が国に輸入される農産物加工品への殺菌剤等の残留実態については、 これまで調査が ほと

んど実施 されていないため明 らかでない。 また、食品衛生法は、殺菌剤等 について農産物加工

品への残留基準を定めていない。
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こ うした ことか ら、 輸入農産物 加 工品 につ いて、殺 菌剤等 の残留 実態 調査 を実施 した。

イ 調査 内容

(ア)実 施期間 平成7年4月 か ら平 成8年3月 まで

(イ)実 施 方法 市販 の輸 入農産物加 工 品 を買 い上 げ等 によ り収 集 した。

(ウ)対 象 施設 都 内 の輸 入業者、販 売業 者

(エ)調 査 品 目

輸入農 産物加 工 品70品 目(シ リアル食品7品 目、穀類 加工品15品 目、麦芽9品 目、麺

・皮類8品 目、野 菜 ・果実加工品10品 目、 ジャム類10品 目、果 汁11品 目)

詳細 については表-1の とお り。

(オ)検 査項 目

(1)農 薬

エチオ ン、 ク ロル ピ リホ スメチ ル、 ピリミホ スメチル、 カルベ ンダゾール(ベ ノ ミル を

含 む)、 フェニ トロチオ ン、 イ マザ リル

(2)防 ばい剤

オル トフェニ ル フェ ノール、 チ アベ ンダゾー ル

(カ)検 査機 関

東京都立衛生研 究所 食品研究科 農薬 分析研究室

ウ 検 査方法

平 成4年 厚生 省告示 第239号 及 び、 農薬登録保 留基準 ハ ン ドブ ック等 に記載 の分析 法 に準処

エ 検 査結果

(ア)殺 虫 剤、殺菌剤

(1)エ チオ ン

エチオ ンにつ いて は、全ての品 目を調査 したが、 エチオ ンが検 出 され た品 目はなか った。

(2)ク ロル ピ リホ スメチル

クロル ピ リボ スメチルにつ いては、 全ての品 目を調査 し、穀類 加工 品 であるオ ー ス トラ

リア産 オー トミール1検 体か ら0.03ppm及 び、 オー ス トラ リア産 シ リアル食品1検 体 か ら

0.23ppmの クロル ピ リホスメチルが検 出 された。

クロル ピリホ スメ チルは、小麦 粉 に対 して食 品衛生 法の残留基 準 は設 定 されて いな いが、

国際食品規格 と してFAO/WHO設 定 の最大残留 基準値 に小麦10ppm、 小麦粉2ppmが あ

る。

今回 の調査結 果 に対 して、この最大残留基準 値 を準用 す ると、それ ぞれ約1/67及 び1/

9の 値 であ った。

(3)ピ リ ミホスメ チル

ピリミホス メ チル につ いて は、 シリアル食品7品 目、穀類加工 品15品 目、麺 ・皮 類8品

目、野菜 ・果実 加工 品7品 目、 ジャム類10品 目、果 汁11品 目の合 計58品 目を調 査 したが、

ピ リミホスメ チル が検 出 され た品 目はなかった。

(4)カ ル ベ ンダゾー ル

カルベ ンダ ゾー ル について は、 シ リアル食品7品 目、穀類加工 品8品 目、麺 ・皮 類8品 目、

野菜 ・果実加工品7品 目、 ジ ャム類10品 目、果汁11品 目の合計51品 目を調査 したが、 カ
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ルベ ンダ ゾールが 検 出 され た品 目は なか った。

(5)フ ェニ トロチ オ ン

フェニ トロチオ ンにつ いて は、 シリアル食 品7品 目、穀 類加工 品15品 目、麺 ・皮 類8品

目、野菜 ・果実加 工 品10品 目、 ジャム類10品 目、果汁11品 目の合計61品 目を調 査 し、穀

類加工 品で あるオ ー ス トラ リア産 オ ー トミール1検 体 か ら0.06ppm及 び、オ ー ス トラ リア

産 シ リアル食品1検 体 か ら0.03ppmの フェニ トロチオ ンが検 出 され た。

食品衛生 法が定 め るフ ェニ トロチオ ンの小麦 粉 に対 す る残留基準 値 は、1 .0ppmで あ り、

今 回の調査結 果 は基準 値 のそれ ぞれ約1/17及 び約1/33の 値 で あ った。

(6)イ マ ザ リル

イマザ リル につ いては、 シ リアル食品7品 目、穀 類加工品8品 目、麺 ・皮類8品 目、野菜 ・

果 実加工 品7品 目、 ジ ャム類10品 目、果 汁11品 目の合計51品 目を調査 し、イ マザ リルが

検 出 された品 目はな か った。

(イ)防 ば い剤

(1)オ ル トフェニル フ ェノール につ いては、 シ リアル食品7品 目、穀類 加工品8品 目、麺 ・皮

類8品 目、野菜 ・果 実加工 品7品 目、 ジャム類10品 目、果汁11品 目を調 査 し、オ ル トフェ

ニ ノールが検出 され た品 目は なか った。

(2)チ アベ ンダゾール

チ アベ ンダゾール につ いて は、 シリアル食品7品 目、穀類加 工品8品 目、麺 ・皮類8品 目、

野 菜 ・果実加工品7品 目、 ジャム類10品 目、果 汁11品 目を調査 し、アメ リカ産 オ レンジマー

マ レー ド1検 体 か ら0 .06ppmの チ アベ ンダゾー ルが検 出 され た。 この値 は、食 品衛生 法が

定 め るかん きつ類 の最 大残存量 であ る10ppmの 約1/167で あ った。(表-2)

オ 考 察

(ア)殺 虫剤、 殺菌剤

今 回の調査で は、オ ー ス トラ リア産の オー トミール及 び シリアル食品 の2検 体か ら同時 に ク

ロル ピ リホスメチル と フェニ トロチオ ンが検出 された
。 これ らは、原料 と して小麦 外皮、コー

ング リッツ、麦芽 、オー ッ麦 を使 用 してい る。 特 に クロル ピ リホ スメチルを0 .23ppm検 出 し

た シ リアル食品 は小 麦外 皮 を使用 してい ることか ら、小麦 に殺虫剤 と して使用 した クロル ピ

リホ スメチルが残留 した可能性 が あ る。

オー ス トラ リアでは、 クロル ピ リホスメチル及 び フェニ トロチオ ンの他 い くつか の農薬 に

つ いて、 貯蔵小麦 へ の使 用 が許可 されて いる。 オー ス トラ リアの小 麦生産 地帯 は、温帯 海 洋

性気 候で あ り、昆虫 の発生 が多 い。平 成6年 には、オ ー ス トラ リア南部 で コオ ロギが大量 発性

した との情報 が あ る。 こ うした気候 風土 では、穀物等 の長期 貯蔵 に殺虫 剤 が使用 され る こと

が推察 され る。

今後 は オー ス トラ リア産 の穀類 及 び穀 類加工 品 のみな らず、野 菜 ・果 実加工品 、種実 、酒

類 、 グ レンフェッ ドの牛 肉 な どにつ いて も調査 す る必要 が あ ると思わ れ る。 また、今回 の調

では エチオ ン、 ピ リミホ スメ チル、 カルベ ンダー ゾルにつ いて検 出 されて いないが、 エ チオ

ンは グ レー プフルー ッ等 の かん きつ類 に、 ベ ノ ミル又 は、 チオ ファネー トメチルは、過 去 に

お いてバ ナナに使用 され た実態 が あ るた め、 今後 も調 査 を継 続す る必 要 があ る。

(イ)防 ばい剤

今回、 アメ リカ産の オ レ ンジマ マ レー ドか ら0.06ppmの チ ァベ ンダ ゾールが検 出 された。
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一般的に加工用の果実 は、輸送、貯蔵の必要があまりな く収穫直後に加工するため、防 ば

い剤を使用する必要がないものと考えられている。昨年度の調査においても、加工品か らの

検出例は皆無であった。

マーマ レー ドは、通常、製造工程において、原料洗浄、外皮スライス、 ボイル、煮熟、濃

縮等の高度な加工処理が行われるが、特に、長時間の加熱処理 にもかかわ らず、微量ではあ

るがチアベンダゾールの残留が認められた。今回の検出値は健康への影響は全 く無 いレベル

ではあるが、防ばい剤によっては分解ないし除去 されずに加工中に残留す ることが明 らかと

なった。

また、アメ リカでは、オル トフェニル フェノールはかんきつ類の他にチェリーや リンゴへ

の使用が許可 され、チアベ ンダゾールはたまねぎへの使用が許可 されている。果実等の皮 に

は防ばい剤が残留 しやすいことなどの実態を踏 まえ、今後 も果実加工品において幅広 く調査

する必要がある。

オ まとめ

食品中の残留農薬に対する消費者 の関心 は高 い。最近は、ベビーフー ドをは じめ輸入農産物

加工品の残留農薬について も消費者 の関心が高まってきている。諸外国における農薬の使用状

況は、天候、季節、経済状況、法の改正、社会問題等、様々な要因によっても左右 される。

従って、農産物加工品の残留農薬については、今後、更 に加工度 の高 い食品 も含め継続的に

調査 していく必要がある。
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表-1検 査対象品目及び原産国別検体数

表2食 品 ・農薬別検査結果 (単 位:ppm)

〔*:オ ー ス ト ラ リ ア 産 ☆:ア メ リ カ 産 〕
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(2)東 京湾産魚介類 における農薬等の汚染実態調査

ア 調査目的

閉鎖性水域であ る東京湾内の魚介類の安全性確保に資するため、昭和50年 度 よりアサ リを指

標生物 としたモニタ リング検査を実施 して きた。

平成7年 度 も調査を実施 したので、平成2年 から7年 までの6年 間の調査結果をまとめ、その

概要 を報告する。

イ 調査方法

(ア)調 査期間 平成2年 か ら7年 までの6年 間(5月 、7月 、9月 に採取)

(イ)調 査対象 湾内6測 定ポイン ト(金 沢八景、羽田、三枚州、船橋、富津、木更津)の アサ リ

海水、底質と多摩川2ポ イント(府 中、田園調布)の 河川水、底質

(ウ)検 査機関

都立衛生研究所乳肉衛生研究科食肉魚介化学研究室

微量分析研究科有害物化学研究室

ウ 調査結果

(ア)農 薬

(1)ア サ リ

ほとんどの農薬 は、6年 間の測定を通 して、検出値に大きな変化はなく、検出 されて も検出

限界に近い値で推移 している。地域的には、湾中央部である羽田、三枚州で高 く、湾開口部

の金沢八景、富津では低 い傾向にあった。

クロルデンの最大検出値の経年変化は 【図-1】 のとおりであ り、最高値は平成6年 の三枚

州 の0.005ppmで あった。

DDTの 最大検出値の経年変化 は 【図-2】 のとおりであ り、羽 田、三枚州を大きな変化は

なかった。湾中央部の羽田、三枚州は低 レベルなが ら検出値の増減がみられた。

クロルニ トロフェンの最大検出値の経年変化は 【図-3】 の とお りであり、平成5年 までは

多少の増減がみ られたが、平成6、7年 はいずれのポイ ントからも検出 されなか った。

その他の農薬につ いては、ほとんど検出されなかった。

(2)海 水

海水中の農薬 も、アサ リ中の農薬 と同様に測定6年 間を通 して、検出値に大 きな変化はな く

検出限界に近い値 で推移 している ものがほとんどである。

クロルデンの最大検出値の経年変化は 【図-4】 のとおりであり、平成7年 の羽田、三枚州
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を除 くと、 減少傾 向を示 した。

DDTは 【図-5】 の とお り、平成3年 にすべて のポイ ン トで検 出 され な くな り、 それ以降

平成6年 まで 不検出で あ った が、 平成7年 に羽田で検 出限界 の0.001ppb検 出 された。

クロル ニ トロフェ ンの最大検 出値 の経 年変化 は 【図-6】 の とお りであ る。 アサ リ同様、5

月 に湾 中央部 で ある羽 田、三 枚州で検 出 され る傾 向に あ ったが、平成6、7年 はいずれの ポ イ

ン トか ら も検 出 されな か った。

(3)多 摩川 の河 川水及 び低 質

CNP、HPEは 河川水 、 底質 中か らは検 出 され なか った。

他 の農薬 につ いて も、 ほ とん ど検出 され なか った。

(イ)重 金属

(1)ア サ リ中 のCdの 平均検 出値 の経年変化 を測定 ポイ ン ト別 にみ ると、【図-7】 の とお り平 成

5年 まで は、 アサ リ、底 質 と もそれぞれの ポイ ン トにお いて、減少傾向 を示 していたが平 成6

年 に、羽 田、 三枚州、 木 更津 で増加 に転 じた 【図-8】 。

アサ リ中のCuの 平均 検 出値 の経年変 化 を測定 ポイ ン ト別 にみ ると、【図-9】 の とお りで あ

る。平成3年 は高 い値 を示 したが、それ を除 けば どのポイ ン トも底質 の値 に関係 な く、過去6

年間 ほぼ一 定 の値を示 した 【図-10】 。

(2)多 摩川 の底 質 中のCdの 最 高値 は1.44ppm、 最低値は0 .01ppm、Cuの 最 高値 は15.38ppm

最 低値 は5.5ppmで あ り、田園調布 が府 中よ り高 い値を示 した。他の重 金属 につ いて も同様 の

結 果で あ った。

(ウ)PCB、TBTO【 図-11,12,13,14】

(1)ア サ リ中 のPCBは 、羽 田 では ほぼ毎年検 出限界 の0 .01ppmを 検出 して いる。他 の5ポ イ ン

トではほ とん ど検出 しなか った。底質 中 のPCBは 、羽 田のみ検出 し、他 の ポイ ン トでは全 く

検 出 しなか った。

アサ リ中 のTBTOは す べ ての ポイ ン トで検 出 され、 その うち金沢八景 、富津、羽 田の過 去

6年 間の最 大検 出値は、 それ ぞれ0.25ppm、0.51ppm、0.33ppmで あ り、 他の ポイ ン トと比

べ高 い値 を示 した。 しか し、平成5年 か らは、 いずれ も減少 に転 じて い る。

また、 底質 中の値は検 出 限界 の0.01ppmで あ った。

(2)多 摩川 の河 川及 び底 質 中 か らは いずれ も検 出 されなか った。

エ 考 察

(ア)ア サ リ中 の クロル デ ンは、湾中央部 であ る羽 田、三枚 州で検 出値が高 く、東京湾 に流 れ込 む

河川が汚染 に影響 を与 えて いると思 われ る。 アサ リ中 の最大検 出値 は0.005ppmで あ るが、平

成4年 度 の国 民栄養調査 で は貝 の1日1人 当た りの摂 取量が4.0gで あ るこ とか ら、1日 摂 取量

を計 算す ると0.02μgに な る。 クロルデ ンのADIは0.001mg/kg/day(体 重50kgと す る

と1日 摂 取量50μgに 相 当)と されてお り、現在 の ところ は食品衛生 上 問題 とな る濃度 とは

思 われな い。

(イ)ク ロル ニ トロフェンは平 成5年 まで アサ リ、海水 とと もに検 出 されて いたが、平成6、7年

は2年 連 続 で アサ リ、海水 とも検 出 され いな い、 この こ とは平成6年3月 よ り使用 中止 にな っ

た効果が現 れ た ものと考 え られ るが、 今後 も しば ら くデー タを積み重ね る必 要が あ る。

他 の農 薬 につ いて も特 に問題 はな いと思 わ れ る。

(ウ)ア サ リ中の重 金属 はCdを 除 くとCuに 代表 され るよ うに、 底質 中の検 出値 に関係 な く、 ほ
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ぼ一定の値を示 している。 これは必須微量重金属は生体内で一定の濃度に保たれるという恒常

機能によるものと推測 される。一方Cdは 、非必須重金属 とされており、生体内の恒常機能が

働かないため、周囲の環境変化により含有量が影響を受けやすいといわれている。

平成6年 度の調査では羽田、三枚州、木更津の数値が上昇していたが、今年度の調査ではCd

は減少 していた。

(エ)ア サ リ、底質中のPCBは 、湾中央部 の羽田、三枚州で0.01ppm検 出されているが、 これ ら

のポイ ントは多摩川及 び、荒川、旧江戸川河口に近いことから、汚染の主要因は河川である可

能性が示唆されていた。今回の調査では、多摩川か らは検出されなかったが、今後 さらに調査

を継続 し、汚染状況を把握 してい く必要がある。

(オ)ア サ リ、底質中 ともTBTOは 湾開口部で高 く、特に富津、金沢八景で高 い。 このポイ ント

は大型船舶の航行が激 しいことか ら、船底塗料が主要因 と考えられ る。 しかし、平成元年12月

に使用が制限された ことか ら、3年 後の平成5年 か ら検出値の減少が顕著になった。

オ まとめ

農薬等 については、規制により比較的短期間のうちに成果を得るものがある一方、難分解性

がゆえに規制後 も長期にわたり残留するものがあることが再確認された。東京湾では漁業 も行

われており、環境汚染物質のモニタリングをするには重要な地域であ る。今後 もさらに継続 し

てデータを積み重ねるとともに、新たな汚染物質の実態把握に努める必要がある。

図-1ア サ リ中 の ク ロル デ ン 図-2ア サ リ中のDDT 図-3ア サ リ中 の ク ロル ニ トロフ ェ ン

図-4海 水中のクロルデン 図-5海 水 中のDDT 図-6海 水 中のクロルニ トロフ ェン

図-7ア サ リ中のCd 図-8ア サ リ中 のCu 図-9底 質中のCd 図-10底 質中のCU

図-11ア サ リ中のPCB 図-12底 質中のPCB 図-13ア サ リ中のTBTO 図-14底 質のTBTO
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表-1ア サ リ中の残留農薬

単位:ppm(WET BASE)ND:non-detect

表-2海 水中の残留農薬

単 位:ppm(WET BASE)ND:non-detect
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表-3多 摩川 の河川水 中の残留農薬

単 位:ppm ND:non-detect

表-4多 摩川の底質中の残留農薬

単 位:ppm(DRY BASE)ND:non-detect

表-5ア サ リ中の重金属

単 位:ppm

―414―



表-6底 質中の重金属

単位:ppm

表-7多 摩川の底質 中の重金属

単位:ppm

表-8ア サ リ ・海水 ・底 質中 のPCB、TBTO

単 位:ppm ND=non-detect
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(3)一 般家庭及 び食品製造業で使用 される油脂中の トランス型不飽和脂肪酸の含有実態調査

ア 調査 目的

ライフスタイルの変化にともない食生活は大 きく変わ りつつある。食事内容は欧米化 し、加

工食品、半加工品食品、調理済食品等の消費は増加傾向にある。その中で油脂を使用 したマー

ガリン、ショー トニ ング、ファットスプレッド、マヨネーズ、 ドレッシングなどの消費量 も年々

増加傾向を示 している。マーガ リン、 ショー トニ ング等の主原料は硬化油である。硬化油は油

脂に水素添加を行い、硬 さの調節 と酸化安定性を向上 させたもので、水素添加を行 う過程で、油

脂中の不飽和脂肪酸の二重結合は トランス型二重結合を持つ脂肪酸(以 下 トランス酸 と称する)

となる。

天然油脂の二重結合は、(ご く一部を除いて)す べて シス型であるが、 トランス型はガンや心

臓疾患等の関係が種 々論議の的となっており、安全性や健康面での評価は定 まっていない。

そこで、各分野で使用される油脂中の トランス酸の含有実態を把握するため、本調査を実施

した。

イ 調査内容

(ア)実 施期間

平成7年4月 か ら平成8年3月 まで

(イ)実 施方法及び対象施設

市販家庭用 としては、主に一般小売店か らの買 い上げにより実施 した。

(ウ)調 査対象品目 合計102品 目

(内 訳)

市販家庭用マーガ リン 26品 目

〃 ショー トニ ング 9〃

〃 ファットスプレッ ド 15〃

上記以外の加工油脂及び食用油 25〃

原材料中に油脂を含む食品 3〃

業務用マーガ リン 4〃

〃 ショー トニ ング 10〃

上記以外の業務用加工油脂 10〃

(エ)検 査項目

トランス型不飽和脂肪酸、酸化、過酸化物価、酸化防止剤(BHA,BHT)

(オ)検 査機関

衛生研究所生活科学部栄養研究科栄養研究室

〃 食品研究科食品化学第一～第四研究室

ウ 検査方法

(ア)ト ランス型不飽和脂肪酸[以 下 トランス酸と略する]

AOAC Official Methods of Analtsis 41.1.28, 41.1.36A(1995)に 準拠 した。

(イ)酸 化、過酸化物価、酸化防止剤(BHA,BHT)

衛生試験法 ・注解 に準拠 した。

エ 調査結果

(ア)ト ランス酸について(別 表1、2参 照)
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(1)マ ー ガ リ ン

市販 家庭 用 ・業務 用合 わせ て30検 体 中、29検 体(97%)か ら検 出 され た。

検 出値 は3.0～30.8%の 範 囲 であ り、、平均18.7%で あ った。

(2)シ ョー トニ ング

市 販家庭 用 ・業務 用合 わ せて19検 体中、18検 体(95%)か ら検 出 され た。

検 出値 は、4.3～58.7%の 範 囲 であ り、平均23.4%で あ った。検 出値 の中で、最 低値 の4.

3%と 最高 値 の58.7%は 業務 用の製 品 であ った。

(3)フ ァッ トス プ レッ ド

15検 体 すべ て市販 家庭 用 で あ り、1検 体 を除 き14検 体 か ら検 出 され た。検 出値 は5.7～

23.5%で あ り、平均 値 は12.5%で あ った。

(4)加 工 油脂

業務 用 と して 、主 に菓 子 製造業 等で 使用 されて いる固形 の加工 油脂 、及 び液体 の離型 剤

等 の油脂 計10検 体、及 び市 販家庭 用 の液 体 クッキ ングオイル2検 体、 固形 の動物性 油脂

(ラ ー ド)1検 体中、業務 用 の固形加 工油 脂2検 体 と、家 庭用 ラー ドか ら検出 された 。

(5)食 用 油

揚 げ物や炒 め物、 サ ラダ等 で使 用 され る品種、 あ るいは調合 され た市販家庭用 の液 体植

物油22検 体 中す べてで検 出 され なか った。

(6)原 料 に油 脂 を含む食 品

ピーナ ッツバ ター等 の市 販家 庭用 菓子 材料 では、3検 体 すべてか ら検 出 された。

(イ)酸 化、 過酸化 物価 につ いて

(1)酸 化

検査検 体す べての うち、0.1未 満の ものが4検 体 で あ った。 それ以外 は0.1～1.6の 範 囲 で

あ り、1.6の1検 体 を除 けば平均値0.3で あ った。

(2)過 酸化 物価

検査検体 すべ ての うち、1未 満 の ものが36検 体 で あ った。 それ以外 は1～5の 範 囲で あ っ

た。

(3)酸 化防止 剤(BHA,BHT)

検 査検 体す べて検 出 しなか った。

オ 考察 及 びま とめ

(ア)今 回 の102検 体 の うち固形 の ものが74検 体で あったが、 その91%に 当 た る67検 体 か ら ト

ラ ンス酸 が検 出 され た。 固形 油脂 につ いて は、硬化 油が 重要 な原料で あ る ことが確認 で きた。

(イ)6検 体 の業 務用固形加 工油 脂 の うち、4検 体 か らは トラ ンス酸 は検出 され なか った。 固形 加

工 油脂 で も特殊 用途 の製 品 は、水素 添加 以外 の製 法 に よ り製造 されて い る可能性 があ る。

(ウ)日 本農 林規格 で は、水素添 加 を含む3つ の製法 によ り 「融点 を調節 し、酸化 安定性 を付 与 し

た食用 油脂」 を 「食用精製 加工 油脂」 と格 付 け してい る。

今回、食 用油 を除 く80検 体 中46検 体 に 「食用精製 加 工油 脂」 の表 示 が有 り、 その うち43

検 体 の93%か ら トランス酸 が検 出 され た。
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(エ)「 食用精製加工油脂」の表示のない34検 体のうち、 トランス酸 を検出 したものが24検 体 も

あった。「食用精製加工油脂」表示 のある製品は水素添加処理されていることが多いことから

トランス酸を含む食用油であるかの判断することはできるが、日本農林規格の原材料表示で

は 「食用精製加工油脂」を使用 して も、他の名称での表記が認め られているため選択にあた

っては注意する必要 がある。

(オ)酸 化、過酸化物価、酸化防止剤(BHA,BHT)に ついては特 に問題 になる値ではなか った。

今回の調査で、水素添加 によらない、即 ち トランス酸が生成 しない製法 による 「食用精製加工油

脂」は、市販家庭用マーガ リン、 ファッ トスプ レッド、 ショー トニ ング等 には殆ど使用 されてない

ことが明 らかになった。

1993年 のWHO/FAOロ ーマ会議では、「ファース トフー ドを含むすべての食品に トランス型脂

肪酸の含有量 を表示すべ き」 という提案がなされている。 日本では 「植物油 は体に良い」等の論議

は周知の ことであるが、 トランス酸につ いては一般の話題 には載 らない。

しか し、欧米では注視 すべ きこととしており、我々も評価の定まるまで注 目していくべ きであろ

う。

なお、 ドイツでは既に、有害無害の結論を待たずに、ゼ ロ トランスマーガ リン(ト ランス酸を含

まない製品)が 普及していることも注目すべきである。
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表-1市 販家庭用 と業務用の別検査結果

注◆[濃 度%]は 製品中の油脂当 りである。
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表-2種 類及び 「食用精製加工油脂」表示の有無別検査結果

注◆[濃 度%]は 製品中の油脂当りである。
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(4)市 販発酵食品の有害ア ミン類含有量及びその生成要因について

ア 調査目的

ア ミン類 の中で生体に有害な作用を起 こす ものとして、腐敗の過程で精製 されたヒスタ ミン

が知 られている。実際、赤身の魚類やその加工品でアレルギー様食中毒が しば しば発生 してお

り、 ワイ ン、マ グロ等にヒスタ ミンの規制値を設定している国 もある。また、ア ミン類の カダ

ベ リン、 スペル ミン、 フェネチルア ミン、スペル ミジン、 プ トレシン等は、 ヒスタミンと同時

に摂取すると、 ヒスタミンの作用を増強するといわれている。

さらに諸外国では、抗 うつ剤である、モノア ミノキシダーゼ阻害薬(MAOI)を 服用 している

患者が、チラ ミンを含むチーズを喫食 し、偏頭痛、心悸亢進、高血圧等重篤な症状に陥 ったこ

とが報告されて いる。

このように、 アレルギー様食中毒や、条件によっては高血圧、偏頭痛等 の原因となるア ミン

類 の挙動について、食品の安全性評価を行 う上で注 目する必要がある。

特に、発酵食品では微生物 の関与によ りア ミン類が多 く存在 していると考えられるが、 チー

ズや魚介類加工品以外では、 その含有実態の報告例が少ない。

そこで都内に流通 している発酵食品及 び、製造過程中のア ミン類の含有実態調査を実施 し、あ

わせてアミン類 の生成モデル実験を行ったので報告する。

イ 調査方法

(ア)調 査期間 平成6年4月 か ら平成8年3月(2年 間)

(イ)調 査内容 市販流通発酵食品の うち、 ビール、ワイン、納豆、米味噌、濃口醤油、紹興酒、

合計213品 目を無作為に購入 し調査 した。また、製造業では、納豆製造業2軒 につ

いて、製造工程及 び製品保存中におけるアミン類の生成を調査 し、さらに醤油製造

業1軒 について、製造工程におけるア ミン類の生成を調査 し、あわせて、実験室内

にてア ミン類の生成実験を行 った。

(ウ)検 査項 目 ヒスタミン、チ ラミン、カダベ リン、スペル ミン、フェネチルアミン、スペル ミ

ジン、 プ トレシン

(エ)検 査方法 高速液体 クロマ トグラフィーを用い、井部 らの方法5)に よって測定 した。

(オ)検 査機関 都立衛生研究所 食品研究科 食品化学第一研究室

ウ 検査結果及び考察

(ア)市 販発酵食品中のア ミン類含有実態(表-1)

ヒスタ ミンでは、ワイ ン1品 目(赤 ワイ ン)が フランスの規制値(8mg/ι)を 上回 ってい

た。

しか し、 日本人の一日平均摂取量か ら換算すると、いずれもアレルギー症状発現量 に達 す

るものではなか った。

チラミンでは、日本人の一 日平均摂取量8)か ら換算すると、納豆、米味噌、濃口醤油にMAOI

服用者の症状発現量を超えるものがあった。

(イ)納 豆製造工程中のア ミン類含有量(表-2)

製造工程及 び、保存中にア ミン類が増加する傾向は見 られず、ひきわ りと丸大豆の形態 に

よる差 も認 められずチラ ミンをは じめとするアミン類の生成 はつきとめ られなかった。
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(ウ)醤 油製造工程中のア ミン類含有量

(1)醤 油製造工場であ調査(表-3)

製造工程中のア ミン類に多少の変化が見 られたが、検出された ア ミン類がすでに原料の

生揚げ醤油中に高濃度に含まれていた ことや、 もろみが大豆粒等の固体部分 と浸 出液等の

液体部分が混在 した状態であり、試料の不均一性 によるバ ラツキとも考え られ ることから

単純 に発酵中にア ミン類が生成 したか否かを確認 することができなか った。

(2)ア ミン類生成 モデル実験(図-1)

当該醤油製造工場では、「再仕込み醤油」を製造 していたため、原料の生揚 げ醤油中にヒ

スタミン、チラ ミン等が高濃度 に含 まれていた。そ こで、当該工場で作 られたこうじを使

用 し、生揚げ醤油の変わりに塩水を添加 してもろみを作 り、実験室内でア ミンの生成実験

を行ったところ、明 らかに増加傾向が見 られた。今回の実験によ り、醤油発酵中にア ミン

類が生成することが確かめられた。

エ まとめ

今回、ア レルギー様食中毒や、条件 によっては高血圧、偏頭痛等の原因 となる食品中のアミ

ン類の含有実態について、報告例の少ないビール、 ワイン、納豆、米味噌、濃口醤油、紹興酒

の調査を行い、その実験を明らかにすることができた。市販流通食品調査では食品中のア ミン

の含有量、その食品の摂取量からみて日常生活を営むにあた り、特 に健康上問題 となるものは

なか った。

しか し、MAOI等 のア ミン類の分解 に影響を及ぼす薬物を使用 している人が、発酵食品を摂取

した場合、症状発現量に達する場合 も考 えられる。現在病院等では、MAOI等 を服用する患者に

対 し、チーズや、 ビールを摂取する場合には十分注意す るよう指導 している。

しか し、今回調査 した納豆や味噌、醤油等については、 チラミン含有量が多 いことがあまり

知 られていない。そ こで、今後ともア ミン類に関する幅広 い調査を継続するとともに、調査結

果を公表する等 して発酵食品に対す る注意を喚起 していく必要がある。

納豆及 び醤油製造工程調査では、製造段階でのア ミン生成を確認す るまでには至 らなか った

が、 モデル実験では醤油発酵中にア ミン類を生成することが確認できた。今後、有害 ア ミン類

の制御 について検討す る必要があろう。
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表1市 販発酵食品中の アミン類含有量

():範 囲ND=検 出限 界未満 、(単 位 μg/g)検 出限界(ヒ ス タ ミン 米 味 噌 濃 口醤 油、納豆=
10、 ワイ ン、 ビール、紹興 酒=1)(チ ラ ミ ン 米味噌 、濃 口醤油 、納豆=5、 ワイ ン、 ビール、紹興

酒=0.5)(フ ェネチル ア ミン 米 味 噌、濃 口醤油、納 豆=2、 ワイ ン、 ビール、紹興 酒=0.2)(カ ダ
ベ リン、 プ トレシ ン、 スペル ミン、 スペル ミジン、米 味 噌、濃 口醤油 、納豆=1、 ワイ ン、 ビール、
紹 興 酒=0.2)

表2納 豆製造工程中のア ミン類含有量

注)保 存試験後:4℃ で8日 間保存 した もの (単位:μg/g)

表3醤 油製造工程中のア ミン類含有量

(単位:μg/g)

図1ア ミン類生成 モデル実験
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(5)畜 産食品における寄生虫駆除剤の残留実態調査

ア 調査目的

我が国において許可 されている家畜の寄生虫予防や、治療用の寄生虫駆除剤(以 下、駆虫薬

とす る)に ついては、用法、容量、休薬期間などの使用段階での規制が定 められている。

しか し、不適正な使用法をとった場合には、食品中に薬剤が残留す る可能性がある。

駆注薬の中には、急性毒性試験、呼吸抑制、運動失調等、中枢神経への抑制作用などを示す

もの もあり、FAO/WHOで は約30種 類近 くの薬剤について、ADI及 び食品中での残留基準値

を設定 してきている。 しか し、我が国では食品中の残留規制については、抗菌性物質を除 く大

部分の駆虫薬には、全 く設定 されていないのが現状である。

そこで平成6年 度は、牛に寄生する吸虫類(肝 蛭)の 駆虫薬の うち、検査法の確立 されている

5薬 剤について、国産の牛肉、牛肝臓、牛乳中おける残留調査を実施 した。 その結果、対象食品

中か ら検出はみられなか った。

平成7年 度には、対象食品 として、国産の豚肉、輸入の牛肉及び乳製品(チ ーズ)を 追加 した。

一方、対象薬剤については、平成6年1月 に厚生大臣か ら食品衛生調査会に対 して動物用医薬品

の残留基準値設定に係 る諮問がなされ、3種 類の駆虫薬が挙げられた。 この中で検査法が確立で

きたイベルメクチンとフルベ ンダゾールの2種 類を新たに追加 し、確認す ることとした。

イ 調査内容

(ア)実 施期間 平成7年4月 から平成8年3月 まで(継 続)

(イ)調 査方法及び対象施設

都内百貨店、 スーパーマーケ ット等か ら買い上 げにより収集

(ウ)調 査品 目及び検査項 目

(1)肝 蛭(吸 虫類)駆 虫薬残留調査 … 牛乳、国産牛肉、輸入牛肉、輸入チーズ各20品 目

検査項目:ビ チオノール、ブロノフェノホス、ニ トロキシニール、 トリブロムサラン、

オキ シクロザニ ド 計5薬 剤

(2)線 虫類(豚 回虫等)駆 虫薬残留調査 … 国産豚肉20品 目

検査項目:ブ ルベ ンダゾール

(3)線 虫類等駆虫薬残留調査 … 国産牛肉、輸入牛肉、国産豚肉 各4品 目

検査項 目:イ ベルメクチン

(エ)検 査機関 都立衛生研究所 乳肉衛生研究科 乳研究室

ウ 試験方法

(ア)肝 蛭駆虫薬の残留試験

平成7年 版 食品衛生関係事業報告 参照

(イ)線 虫類(豚 回虫等)駆 虫薬の残留試験

フルベ ンダゾール

試料をフー ドプロセッサーにより均一化 した後、10gを 取 り、アセ トニ トリルを加え振と

う後遠心分離 し、上澄液を分取 した。上澄液にヘキサ ンを加え振 とうし、下層を分離 した。

下層 に炭酸水素 ナ トリウム溶液及び ジクロルメタンを加え振 とうし、 ジクロルメタン層を

分取 した。 ジクロルメタン層を濃縮乾固 した後炭酸水素ナ トリウム溶液に溶解 し、C18カ ー

トリッジを用いて クリーンアップを行 った ものをHPLCに より分析 した。
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(ウ)線 虫類 、 外部 寄生虫(豚 回 虫、 ダニ等)駆 虫薬 の残 留試験(イ ベル メ クチ ン)

試料 を フー ドプロセ ッサ ーによ り均一 化 した後、5gを 取 り、 アセ トン/水(1:1)混 液 、

塩 化 ナ トリウム及 びイ ソオ クタ ンを加え振 と うした後、 遠心 分離 した。 上 層 を分取 し濃 縮 乾

固 した後 ヘ キ サ ンに溶解 した。 このヘ キサ ン溶液 にヘキ サ ン飽和 アセ トニ トリルを加 え、 振

と う後 ア セ トニ トリル層 を分取 した。 ア セ トニ トリルを濃 縮乾固 し、 メ タ ノールに溶 解 した

ものを、HPLCに より分析 した。

(HPLC条 件)

エ 検査結果

(ア)牛 肉(表-1,表-2)

牛の肝蛭症 は、牧草などの摂取 と関連性があるとされ、薬剤の季節的消長 も考慮 し8月 と11

か ら12月 の2期 に分けサ ンプリングを行 った。 また、地域的な差をみるため、北海道か ら九

州 までの地域 を対象として採取 した。

輸入牛肉については、主要輸出国であるオース トラリア、 アメリカ、 ニュージーランド産

のものを対象 とした。検査部位については、ばら、 ももな ど一般的に販売、消費され る部分

肉 とした。残留調査の結果、国産、輸入牛肉各々20検 体のいずれか らも駆虫薬は検出されず

季節性、生産国等を比較 す るにはいた らなか った。

(イ)豚 肉(表-3)

生産地の違 いをみるため、青森県から鹿児島県までの各地域のものを対象 とした。また、季

節的に2期 に分けてサンプ リングした。残留調査の結果、いずれからも駆虫薬は検出されなか

った。

(ウ)牛 乳(表-4)

牛肉同様季節性を考慮 し5、8、11月 にサ ンプリングを行った。また、原乳の生産地の地域

的な差をみ るため、北海道、東北、関東、中部、山陰、九州を生産地 とする商品をそれぞれ

採取 した。 しか し、乳牛 の育成環境、飼育方法等の状況については不明であ った。

駆虫薬の中には、ニ トロキ シニールのように、比較的熱 に安定 と思われるものもあること

か ら、殺菌条件 も調査 した。殺菌法はUHT法5検 体、HTST法3検 体、LTLT法12検 体 と、

6割 が低温殺菌法であった。

検査の結果、20検 体のいずれからも駆虫薬 は検出されず、原乳の生産地域及び採取時期、殺

菌法による違 いなどをみるにはいたらなか った。

(エ)輸 入 ナチュラルチーズ(表-5)

ヨーロッパを中心にアメ リカなど10か 国のナチュラルチーズを検査 した。残留調査の結果

これ らか らも駆虫薬は検出 されなか った。
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オ 考 察

今回の調査では各食品か ら駆虫薬 は検出されなか った。その理由 として、基本的 に薬剤が適

正に使用 され、食品中に残留 していない場合、または薬剤は使用されていない場合 とが挙げら

れ るが、 これに関連 して以下の ことが考え られる。

(ア)牛 肉(国 産 ・輸入)

国内の場合、肉用牛は舎飼が多 く、飼料は穀物 などの割合が高 い配合飼料等で、肝蛭の感

染源 となるメタセルカ リアの付着 している可能性 のある牧草、稲 ワラなどの飼料を摂取する

機会は少ないと思われ、 ビチオノールなどの肝蛭駆虫薬の使用は少ないと推測 され る。

一方、輸入牛肉では、グラスフェッドビーフと呼ばれ、牧草のみでの肥育、あるいは集団

多頭飼育など、国内 と飼育形態が異な り、駆虫薬の使用率は高 いといわれているが、検査の

結果駆虫薬は検出されず、生産国の違いなどをみ るにはいたらなか った。

(イ)豚 肉

豚肉に関 しては、国内での飼養戸数は激減 したが、使用頭数は微減であることか ら、経営

規模が大規模化 してきているとみ られる。従 って、薬剤の使用 も含めた衛生管理が徹底 され

てきているものと思われる。

(ウ)牛 乳

乳用牛は、肉用牛に比較 して放牧で牧草を摂取 し、また粗飼料を多 く与え られることから、

肝蛭の感染の機会 が多いと考え られ、駆虫薬の使用率が高いと思われたが、薬剤の検出はみ

られなかった。

仮 に原乳中に薬剤が残留 していた場合、その濃度にもよるが複数の原乳を混合 して製品化

するため薬剤濃度 が低下 したり、 あるいは殺菌工程での加熱による分解で、検出限界以下に

なることが考え られる。

(エ)輸 入ナチュラルチーズ

輸入の加工品と して、原乳か らの薬剤の残留状況をみるため、 ナチュラルチーズを対象 と

した。原料 となる原乳については、上記(ウ)の ことが考え られる。 チーズでは、 さらに発

酵等の工程があ り、 ここでの薬剤の消長 も考慮 しなければな らないが、 これに関するデータ

は不明であった。結果的には、いずれか らも薬剤 は検出されなか った。

カ まとめ

平成6年 から2年 間にわた り、畜産食品6種 類212検 体について、7薬 剤の残留実態調査をし

たが、検出はみ られなかった。

平成7年12月 、国内において駆虫薬のイベルメクチ ン、 フルベ ンダゾール、 クロサ ンテルに

ついて、食品中の残留基準値の告示 がなされた。薬剤 メーカーでは、駆虫効果や、経済性をよ

り高 めた駆虫薬を開発中 とのことで、世界的にみると、その市場性は今後 も高まると予想 され

て いる。

また、近年増加傾 向にある輸入食肉類については、 その生産状況の把握は困難であ り、諸外

国での薬剤の残留規制状況 も異なることか ら、時折法違反等の発生がみられる。今後 は、 これ

らについて駆虫薬 も検査対象と し、抗菌性物質同様 チェック体制をルーチ ン化 し、強化 してい

くことが必要である。
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表-1国 産牛肉の生産地別、部位別内訳

(検体数)

表-3国 産豚肉の生産地別、部位別内訳

(検体数)

表-2輸 入牛肉の原産国別、部位別内訳

(検体数)

表-4原 乳の生産地別、殺菌法別内訳

(検体数)

*UHT(超 高温殺菌法)

HTST(高 温短時間殺菌法)

LTLT(低 温長時間殺菌法)

表-5ナ チ ュラル チーズの原産国別、 タイプ別内訳

(検体数)
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テ ックス)か ら得 られ る。 ラテ ックスに は、約35%の ゴム分が含 まれ て いる。

なお、 ラテ ックスは ゴム含 有率約60%に 遠心分離法 な どで濃縮 され、防腐 と安定化 の た

めにア ンモニ アを加え て保 存 され る。天然 ゴムは ラテ ック スの状態 の ま ま、 あ るいは凝 固

乾燥 した固形 ゴム(生 ゴ ム)と して利用 され る。

(注2)NRとIRに つ いて:天 然 ゴム(NR)は 、イ ソプ レンの重 合物 であ り合成 ゴム(IR)と 同

一構造 で あ るため判定 はつ か ない。 材質鑑 別表示 と して 、NR(IR)と 表 示 した。

(イ)販 売表示 内容 と鑑別結果 につ いて(表-1)

ゴム製品 には、材質 の表 示義 務 が法 的 に定 め られて いな いため61品 目の購入時 に材 質表 示

が されて いた ものが34品 目、材 質表示 の無 い ものが27品 目で あ った。

また、材質 の 表示義務 の あ った もの34品 目中、No.46の 栓 抜 きつ きボ トル キ ャ ップ(密 封瓶

栓)の 材 質表 示 が 「天然 ゴ ム」、鑑別結 果 がNR(IR)/SBRと 合成 ゴムを使 用 して お り表示

と異な って いた。 その他 はす べて表示 どお りの材質 であ った。

(ウ)食 品衛生 法 に基 づ く規格 試験 結果(表-2)

材質試験 の結果 、61品 目の いずれか らも鉛 及 びカ ドミウムは検出 されず衛 生上の問題 はな

か った。 ま た、蒸 発残留 物 につ いて61品 目中41品 目か ら検 出 され たが そ の検 出値 は、1～

44ppmで 衛 生 上 の問題 は なか った。

しか し、亜 鉛 につ いて は61品 目中No.36の 製品 か ら40ppm検 出 し(基 準値15ppm)不 適

と判 断 され た。

(エ)各 種食品 類似 溶媒 におけ る蒸 発残留物 の結果 について(表-3)

(ア)、(イ)、(ウ)は60度30分 間溶 出。(エ)、25度60分 間溶 出

(1)食 品類似 溶 媒 と して蒸 留水 を用 いた蒸 発残留物 につ いて

前記(ウ)の 結果に同 じ

(2)食 品類似 溶 媒 として4%酢 酸 を用 いた蒸 発残留物 に つ いて

No.24、25の パ ッキ ング、No.28、47の ボ トル ドス トッパ ー、No.36、39、40の7品 目か ら

60ppmを 超 え る蒸発残 留物 が検出 された。検 出値 は、72～1,191ppmで あ った。

(3)食 品類 似 溶媒 と して20%エ タノールを用 いた蒸発残 留物 につ いて

No.24、25の パ ッキ ング、No.47の ボ トル ドス トッパ ー、No.36、40の5品 目か ら60ppm

を超 え る蒸発 残 留物 が検 出 され た。検 出値 は、66～130ppmで あ った。

(4)食 品類 似溶 媒 と してn-ヘ プ タ ンを用 いた蒸発残 留物 につ いて

No.14、55、58の パ ッキ ング、No.41の ゴムヘ ラを除 いて57品 目か ら60ppmを 超 え る蒸

発残留物 が検 出 された。 検 出値 は、86～15,159ppmで あ った。

エ 考 察及 びま とめ

(ア)買 い上 げ品61品 目の材質鑑 別 の結果 、シ リコー ンゴム29品 目、天然 ゴム(イ ソプ レンゴ ム)

とスチ レンブ タ ジエ ンゴム9品 目、天然 ゴム(イ ソプ レンゴム)8品 目、 エチ レンプロ ピレ ン

ゴム6品 目、 スチ レンブタ ジエ ンゴム5品 目、天然 ゴム(イ ソプ レンゴム)と ブ タジエ ンゴ ム

1品 目、 ブチル ゴム1品 目、 ブ チル ゴムとエチ レンプ ロプ レンゴム1品 目、 ア ク リルニ トリル

プタ ジエ ンゴ ム1品 目、EVA樹 脂1品 目で あ った。

シ リコー ンゴ ムは、耐熱性 、 耐寒性 、耐 アル カ リ性 、耐蒸 気性 に優 れ て い ることか ら、 パ

ッキ ング、 ゴムヘ ラに使用 されて いた。
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NR(IR)/SBR、NR(IR)は 、耐摩耗性、耐寒性、衛生性に優れ、SBRは 、耐摩耗性、大

老化性などに優れても、ることか ら、 ゴムヘラ、ボ トル ドス トッパーに使用されていた。

NR(IR)は 、耐摩耗性、耐寒性、衛生性に優れていることか ら、パ ッキ ング、ボ トルス ト

ッパ ーに使用 されていた。

EPDMは 、耐熱性、耐老化性、耐薬品性に優れて いることか ら、パ ッキング、 ゴムヘ ラに

使用 されていた。

SBRは 、耐摩耗性、耐老化性などに優れていることか ら、ゴムヘ ラ、パ ッキ ングに使用 さ

れていた。

NBRは 、耐摩耗性、耐油性などに優れていることか ら、動植物油用パ ッキ ングに使用され

ていた。

IIRは 、耐熱性、耐薬品性に優れていることか ら、耐薬品用パ ッキ ングに使用 されていた。

(イ)食 品衛生法の規格 に不適となった試料が1検 体あ った。

これは、 ゴムヘラ:材 質(NR(IR)/SBR)で 、亜鉛が40ppm(基 準:15ppm)検 出 さ

れた。 この製品は、買い上げ時に販売店において 「食品用は、 シリコー ンゴムヘラを購入 し

てほ しい旨」のコメ ントがあった。 さらに、製造所を調査 した結果、新潟県燕市で製造 され

た もので、業者は、食品用に販売 していない(窓 ガ ラス拭 き、建築用の練 りベラ用の目的で

販売 している。)こ と、3年 前か ら製造 は、中止 しているとの回答であ った。

以上のことを考慮 して、食品衛生法違反品 と指定の処置は行わなかった。

(ウ)各 種食品類似溶媒 における蒸発残留物 について

4%酢 酸を使用 した場合の蒸発残留物を検査 した結果、61品 目中7品 目か ら60ppmを 超え

る蒸発残留物が検出された。4%酢 酸は、pH5以 下の一般食品の容器包装の溶出条件であるが、

パ ッキ ング、 ゴムヘ ラなどもpHの 低い条件で使用する場合は注意を要する。

20%エ タノールを使用 した場合の蒸発残留物を検査 した結果、61品 目中5品 目か ら60ppm

を超える蒸発残留物が検出された。20%エ タノールは、酒類、油脂 ・脂肪性食品の容器包装

の溶出条件であるが、パ ッキング、 ゴムヘラなどは酒類、油脂 ・脂肪性食品の調理にも使用

されるので注意が必要である。

n-ヘ プタンを使用 した場合の蒸発残留物を検査 した結果、61品 目中58品 目か ら60ppm

を超える蒸発残留物が検出された。n-ヘ プタンは、わが国の溶出条件設定はないが、米国で

は、油脂 ・脂肪性食品の使用の代わ りとして、n-ヘ プタンを溶出溶媒 としている。

今後、溶出温度、時間等を検討す る必要がある。

オ 今後の課題

今回の調査により、市販 されているゴム製器具類は、 シリコー ンが主であった。 また、食品

用 として販売 されているゴム製品は、規格試験の結果衛生上の問題 はなか った。 しか し、溶出

条件を4%酢 酸、20%エ タノール、n-ヘ プタンに換えた場合、現在の蒸発残留物の基準値を超

えるものがあったことか ら、今後 も溶出条件を換えて安全性を確認 する必要がある。

ゴム製品の掲示変化 について も、今後温度条件や日数を換えて安全性を調査する必要がある。

―430―
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